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3 0 文科生第 2 6 7 号

平成 3 0 年 7 月 5 日

各都道府県知事

都道府県教育委員会教育長

各指定都市市長

各指定都市教育委員会教育長

附属学校を置く各国立大学法人の長

小中高等学校を設置する学校設置会社

を所管する構造改革特別区域法第 12 条

第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長

殿

文部科学省生涯学習政策局長

常盤

文部科学省初等中等教育局長

高橋道
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子ども食堂の活動に関する福祉部局との連携について（通知）

昨今、地域のボランティアが子供たちに対し、無料又は安価で栄養のある食事や温か

な団らんを提供する取組（子供に限らず、その他の地域住民を含めて対象とする取組を

含む。）が、「子ども食堂」等の名称で各地にて開催されています。
こうした状況を踏まえ、この度、厚生労働省から各都道府県知事等宛に、子ども食堂

の意義を確認しつつ、また地域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し子ども食堂の活

動への理解と協力を促すよう依頼するとともに、食品安全管理に関する留意事項等、子

ども食堂の運営上留意すべき事項を運営者や関係者に周知するよう、別添のとおり通知



がなされました。

子ども食堂を含め、子供の育ちを支えるような地域における活動と、学校、社会教育

施設や地域住民等が連携することは、学校、社会教育施設と地域が一体となって子供た
ちの成長を支援してい＜観点からも重要です。また、子供の安全と安心の観点から適切

な配慮を行っている子ども食堂の活動は、地域における食育の観点からも意義があるも

のと考えられます。

ついては、貴職におかれましては、学校、公民館・青少年教育施設等の社会教育施設、

PTA及び地域学校協働本部や、教育委員会等が実施する学習・体験活動等の事業関係

者を通じて、困難を抱える子供たちを含む様々な子供たちに地域の子ども食堂の情報が

行き届くよう、福祉部局と積極的な連携を図っていただくとともに、厚生労働省の通知

の趣旨について、所管又は所轄の学校、域内の市町村教育委員会及び関係機関等に周知

いただきますようお願いいたします。

［本件担当】
（全体について）

0生涯学習政策局

参事官（連携推進・地域政策担当）付企画係
03-5253-4111 (内線 3 2 7 6) 

（学校と福祉部局との連携について）

0初等中等教育局
児童生徒課生徒指導室指導第一係
03-5253-4111 (内線 3 2 9 9) 

（学校における食育について）

0初等中等教育局
健康教育・食育課食育推進係
03-5253-4111 (内線 2 0 9 5) 

（社会教育施設、地域学校協働本部について）

0生涯学習政策局

社会教育課法規係
03-5253-4111 (内線 2 9 7 7) 



別添

子発 0628 第 4 号

社援発 0628 第 1 号

障発 0628 第 2 号

老発 0628 第 3 号

平成 30 年 6 月 28 日

都道府県知事

各指定都市市長殿

中核市市長

厚生労働省子ども家庭局長

厚生労働省社会．援護局長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

厚生労働省老健局長

（公印省略）

子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び

子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について（通知）

昨今、地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事

や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂（子どもに限らず、そ

の他の地域住民を含めて対象とする取組を含みます。以下単に「子ども食堂」とい
います。）が、各地で開設されています。

子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとどまらず、それを契機として、

高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地域共生社会

の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されます。

ー方で、地域住民、福祉関係者の子ども食堂に対する関心が薄く、取組を発展さ
せる機運の醸成が十分に図られていない地域や、学校・教育委員会の協力が得られ
ないといった課題を抱えている地域もあるとの指摘があります。また、食品衛生な

どの面において、子ども食堂の運営者（以下「運営者」といいます。）の安全管理
に関する取組の促進により、利用者や地域住民の子ども食堂に対する理解と安心感
を醸成することが課題との指摘もあります。

こうした状況を踏まえ、本通知においては、子ども食堂の意義を確認しつつ、地

域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し、子ども食堂の活動に関する理解と協力
を促すようお願いするとともに、子ども食堂における安全管理について留意すべき

点を整理することとしましたので、御了知のうえ、子ども食堂の活動に関して運営
者や関係機関との連携・協力を図るとともに、本通知の内容につき、運営者のほか、

地域住民及び福祉関係者に周知されますよう、管内市区町村又は関係団体への協力

ー



要請等よろしくお取り計らい願います。併せて、教育関係者に対しても周知されま

すよう、教育関係部局への協力要請等よろしくお取り計らい願います。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第245 条の 4 第 1 項の規
定に基づく技術的助言であること、厚生労働省医薬•生活衛生局に協議済みである

こと、同局から都道府県等衛生主管部局に情報提供していること、当方から内閣府、

農林水産省及び文部科学省に情報提供済みであること、本通知の趣旨に関し文部科

学省から都道府県教育委員会等に対して別途通知が行われることを申し添えます。

記

1. 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進

(1) 子ども食堂の現状

現在、子ども食堂は全国各地で開設されており、その活動の在り方は、困難を抱

える子どもたちへの支援を中心に活動するもの、地域の様々な子どもたちを対象と

した交流拠点を設けようとするもの、「地域食堂」等の名称により、子どもたちに
限らず、その他の地域住民を含めて対象とし、交流拠点を設けようとするものなど、

多岐にわたります。

いずれの活動も、困難を抱える子どもたちを含め、様々な子どもたちに対し、食

育や貴重な団らん、地域における居場所確保の機会を提供しているという意義を有

しているものと認められます。

(2) 子ども食堂の活動への協力

厚生労働省においては、子ども、高齢者、障害者など全ての人々が地域、暮らし、

生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を目指し、地域に

おける取組への支援を進めています。

こうした観点から、 (1) で示したような子ども食堂の意義について、行政のほ
か、子ども食堂を取り巻く地域の住民、福祉関係者及び教育関係者等が、運営者と

認識を共有しながら、その活動について、積極的な連携・協力を図ることが重要で

す。このため、日頃から運営者等と顔の見える関係を築くよう努めるとともに、 (3)

や 2. (2) に掲げる事項について具体的な相談等を受けた場合には、運営者と連

携を図りつつ、適切に対応いただくようお願いします。

この際、学校、公民館等の社会教育施設、 PTA及び地域学校協働本部や、教育
委員会等が実施する学習・体験活動等の事業関係者を通じて、困難を抱える子ども
たちを含む様々な子どもたちに地域の子ども食堂の情報が行き届くよう、行政にお
いて、福祉部局と教育委員会等が連携し、子ども食堂の活動についで情報共有を図
るなど、ご協力をお願いいたします。

(3) 活用可能な政府の施策

厚生労働省において実施している以下のような施策と連携し、又は一体的に実施

することで、子ども食堂の活動についてより効果的に展開することが期待されます。
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各施策の詳細については、それぞれ別添をご参照ください。なお、こうした施策を

一体的に実施した場合の費用の計上に関して、昨年 3 月に通知を発出しております
ので、併せてご参照ください（別添 1 参照）。

. 母子家庭等対策総合支援事業における子どもの生活・学習支援事業（別添 2 参

照）

• 生活困窮者自立支援制度における子どもの学習支援事業（別添 3 参照）

・ 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に基づく介護予防・日常生活支援総合事

業（別添 4 参照）

. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法

律第 123 号）に基づく地域活動支援センター事業（別添 5 参照）

また、内閣府においては、子どもの貧困対策の観点から、子ども食堂にも資する
施策として以下を推進しています。各施策の詳細については、それぞれ別添をご参

照ください。

・ 地域における総合的な支援体制の確立に向けた地方自治体の取組に活用できる

地域子供の未来応援交付金（別添 6 参照）

• マッチング・ネットワーク推進協議会を通じた企業等との連携の促進（別添 7

参照）

(4) 参考資料

子ども食堂を地域に推進するために構成された「広がれ、こども食堂の輪！」全

国ツアー実行委員会（事務局：一般社団法人全国食支援活動協力会）において、運

営者や関係機関に対し、運営の在り方や支援に関する啓発を行うことを目的として、

各種パンフレット（広がれ、こども食堂の輪！活動ガイドブック等）が作成されて

います(※ 1) 。

また、農林水産省において、子ども食堂が抱える課題の解決や、食育の取組（共
食の機会の提供、食文化の継承等）の充実に向けて、子ども食堂の取組に関心を持

ち支援を考えている行政・団体関係者や地域の方々に活用いただ＜ことを目的とし
て、事例紹介などのパンフレットが作成されています(※ 2) 。

子ども食堂の活動を理解するに当たり、適宜ご参照ください。
(※ 1) http://www. mow. ,ip/archive. htm (一般社団法人全国食支援活動協力会ホ

ームページ）

(※ 2) htt)://www.maff. o. jJ/i/svokuiku/kodomosvokudo.html (農林水産省ホ

ームページ）

2. 子ども食堂の運営上留意すべき事項

子ども食堂の運営上留意すべき事項として、以下の内容について、運営者等への

周知を図っていただくようお願いいたします。

(1) 食品安全管理に関して留意すべき事項

食中毒の発生防止のために、運営者、調理担当者等に向けて、守っていただきた
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い衛生管理のポイントを別添 8 のとおりまとめましたのでご参照ください。また、

万一、食中毒が発生した場合、保健所に連絡を取るようお願いします。

(2) その他留意すべき事項

① 安全管理に関して留意すべき事項

子ども食堂の活動を始め、ボランティア活動中に不幸にして、怪我や食中毒等

の事故が起きることがあります。万一の備えとして、個人や団体向けの保険に加

入することが考えられます。保険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協
議会などで相談することが可能です。

② 生活困窮者自立支援制度との連携

運営者におかれては、その活動を通じて、生活に困窮する子どもや家庭を把握

し、支援が必要と考えられる場合には、最寄りの生活困窮者自立支援制度の自立

相談支援窓口にご連絡ください。

③ 社会福祉法人との連携

社会福祉法人は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 24 条第 2 項の規定

に基づき、地域ニーズ等に応じて、自主性・創意工夫の下、「地域における公益

的な取組」に取り組むこととされており、その一環として、地域住民の交流や協

働の場の創出等（子ども食堂の運営を含みます。）に取り組んでいる場合があり

ます。（別添 9 参照）

運営者におかれては、こうした地域の社会福祉法人の取組と連携して活動を展

開してい＜ことも効果的と考えられます。

④ 養育に支援が必要な家庭や子どもを把握した場合の対応

運営者におかれては、その活動を通じて、保護者の養育を支援することが必要

と考えられる家庭や子どもを把握した場合、速やかに、市区町村の子育て支援の

相談窓口又は児童相談所にご連絡ください。

なお、市区町村や児童相談所におかれては、相談を受けた場合は、関係機関が

連携しながら早期に必要な支援を行うことができるよう、ご協力をお願いいたし

ます。
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（別添 1)

健健発 0331 第 1 号

雇児総発 0331 第 4 号

社援地発 0331 第 1 号

障企発 0331 第 1 号
老振発 0331 第 1 号

平成 29 年 3 月 31 日

都道府県

各指定都市
衛生主管部（局）長

中核市
民生主管部（局）長

殿

厚生労働省健康局健康課長

厚生労働省雇月均等・児童家庭局総務課長

厚生労働省社会．援護局地域福祉課長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉栂企画罷長

厚生労働省老健局振興課長

（公印省略）

地域づくりに資する事業の一体的な実施について

昨今、疾病や障害・介護、出産・子育てなど、様々な分野の課題が絡み合って複雑化し
たり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え複合的な支援を必要としたりする状況がみ
られます。また、人々の暮らしにおいては、「社会的孤立」の問題や、制度が対象としない
ような身近な生活課題への支援の必要性の高まりといった課題が顕在化しており、さらに、
様々な問題を抱えているが、公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題

も指摘されています。

このような課題に対応するため、厚生労働省においては、「地域共生社会」の実現を掲げ、
公的支援のあり方を「縦割り」から「丸ごと」へと転換してい＜こと、「我が事」「丸ごと」
．の地域づくりを育む仕組みへと転換してい＜ことを目指し、改革を進めることとしていま
す。これについて、本年 2 月 7 日には、「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革エ

程）」（厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定）を公表しました。

従来から、地域の集いの場の整備、相談支援、地域資源の掘り起こしや開発のためのコ

ーディネート、ボランティア養成、権利擁護・虐待防止など、地域づくりに資する事業と
して、介護保険制度の地域支援事業、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、子ども·
子育て支援新制度の地域子育て支援拠点事業、健康増進法に基づ＜健康増進事業などの
様々な事業が行われています。その際、地域の支援ニーズや資源の状況によっては、これ
らの事業を運携して一体的に実施する、-とにより、それぞれの事業の効果、効率性や対象
者の生活の質を一層高めることができる場合も多いと考えられます。
地方公共団体によっては、相談支援体制の整備などにおいて、既に、分野を横断して亭

業の一体的実施に取り組んでいるところもあると承知していますが、厚生労働省としても、

「地域共生社会」の実現に向けて、このような創意工夫のある取組を後押ししていきたい
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と考えております。

この点、「当面の改革工程」において、「今年度中に、介護保険制度の地域支援事業、障
害者総合支援制度の地域生活支援事業、健康増進事業など、既存の地域づくりに資する事
業について、権利擁護や虐待関係業務を含め、連携して一体的に事業を実施することが可

能である旨を周知する。」と明記しており、これを踏まえ、地城づくりに資する事業を行う
に当たっての留意事項を下記のとおりお示ししますので、本通知の趣旨・内容等を御了知
いただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を
除き、特別区を含む。）．に対して周知いただきますようお願いします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4第1 項の規定に基
づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。

記

1 地域づくりに資する事業の一体的実施について

介護保険制度の地域支援事業、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子
育て支援制度の地域子育て支援拠点事業、健康増進法に基づ＜健康増進事業などの地域
づくりに資する事業（予算による国庫補助事業や市区町村が単独事業として行うものを
含む。以下同じ。）について、市区町村は、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を
高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施することができる。
この場合において、ーの事業を担当する職員が、他方の事業の対象者に対し支援を提

供することを妨げない。

2 費用の計上について
市区町村が地城づくりに資する事業のうち、複数のものを連携して一体的に実施する

場合は、その実施に要する総費用を事業間で合理的な方法により按分することができる。

なお、合理的な方法の例としては、以下の①や②が挙げられるが、これ以外の方法でも
市区町村の実情に応じて設定することができる。ただし、同ーの費用を複数の事業で重
複して計上することがないようにする必要がある。

①地域づくりに資する事業の一体的実施に要する総費用を、市区町村内の高齢者数、
障害者数、子どもの数などの割合に応じて按分して算出された費用を、各制度に基
づ＜事業にそれぞれ計上する方法
（具体的な例）
・ボランティア養成のための研修を、高齢者・障害者・子どもなどの研修分野ごと

に対象者を区分せず、一体的に実施し、それぞれの対象者数の割合に応じて按分
し計上する場合
・高齢者と障害者の権利擁護・虐待防止に関する研修を一体的に実施し、市区町村
内の高齢者数と障害者数の割合に応じて費用を按分し計上する場合

②地域づくりに資する事業に従事する職員について、それぞれの主たる業務に着目し

て按分する方法
（具体的な例）
・地城包括支援センターが障害者や子どもまでを対象とした総合相談業務を担う場

6
 



合に、主に高齢者からの相談に応じる職員と、主に高齢者以外からの相談に応じ
る職員に区分し、それぞれの費用を、地域支援事業とその他の事業（地方単独事
業を含む）に計上する場合（間接経費については、地域支援事業として計上する。）

ただし、例えば、通いの場としての性質から、主に高齢者が利用する場を、一部、子
どもやその保護者、障害者などの利用に供する場合や、高齢者への相談支援を行うー環

として世帯全体の課題を把握するため、高齢者以外の者への支援を行う場合など、支援

全体が主たる目的の事業の一環として提供される場合には、按分の必要はなく、主たる
目的の事業に要する費用として、総費用を計上する。この場合、補助金等の目的外利用

とはならない。

7
 



子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）

1司■■刷 ※平成28年度から実施

〇 ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、
ひとり親家庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を行いっつ、
支援、食事の提供等を行うことにより、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図る。

放課後児童クラブ等の終了後に、
基本的な生活習慣の習得支援・学習

叫胄蛸躙

O ①及び②の支援を組み合わせて実施することを基本とし、
これに加えて、③の支援を地域の実情に応じて実施する。
① 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
② 学習習慣の定着等の学習支援
③ 食事の提供 《②：東震苔世百否荏了 《②：東京都江戸川区》 《③：北九州市》

00 

I IQ 地域の学生や教員OB等のボランティア等で、ひとり親家庭の子どもの福ネの向 に理解と熱意を有する支「一を配置して、
子どもに対して適切な生活支援や学習支援等を行うとともに、子どもの良き理解者としで悩み相談や進学相談等に応じる。

10 食事の提供を行う場合には、食育の観点に配慮するとともに、衛生管理等に十分配慮する。また、食材の確保には、地域のI 農家、フードバンク等の協力を得る。 C"——-———— 
（食材費は、実費徴収可）

〇 支援員の募集・選定・派遣調整、教材作成等を l 
行うコーディネーターや、支援員の指導・調整、 i 
運営管理等を行う管理者を配置する。 i 

！【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村 ! 
! (事業の全部又は一部を民間団体等に委託可） l i I i 【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2 i ! 
: 国 1/2、都道府県1/4、市区町村1 /4 : I 

i 【 30予算】母子家庭等対策総合支援事業 (122億円）の いI i 内数i 【28実綾（延べ利用人数）】 69. 753人

———————————————————————————————————————-———————————————————————————————————————’ 

く実施場所> /-———————--—————~ 児童館、公民館、民家等(IN悶言瓢留 ] 
！一一

コーディオータ［五畜五工l
a四

</

(J.llj~2) 



『;t)事業の概要氏晶戸
〇「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習支援事業を実施。
〇各自治体が地域の実情に応じ、創意工夫をこらし実施（地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員OB等の活用等）。
!O平成30年度予算においては、小学生や高校生世代に対する取組の強化を含めた拡充を実施。

支援のイ必て芝、；，ｷ,ｷ,.. • • ・,.'

i • 将来の自立に向けた包括的な支援：単に勉強を教えるだけではなく、居場所づくり、日常生活の支援、親への養育支援などを通じて、子どもの将来 1
の自立に向けたきめ細かで包括的な支援を行う。

>世帯全体への支援：子どもの学習支援事業を入口として、必要に応じて自立相談支援事業等と連携することで世帯全体への支援を行う。

く子どもの課題とその対応＞
—-——_ _i 

“ ~~ ー一」

•日々の学習習
慣づけ、高校進
学支援

•進路を考える
きっかけづくり

•定期面談等に
よるきめ細かな
フォロ一

•定時制高校等
の選択肢の情
報提供等

•集合型に出てこ
られない子ども
への早期アプ
ローチ

•家庭状況の確
認と改善

•親への蓑育支
援等へつなげ
る）

•学校・家庭以外
の居場所づくり

•生活習慣の形
成支援 親への養育支援

•公的支援等の情報提供

•子どもの将来を考えるきっ
かけづくり

子どもの学習支援事業を通じて、子ども本人と世帯の双方にアプローチし、
子どもの将来の自立を後押し（貧困の連鎖防止）

世帯全体の支援

• 自立相談支援事
業との連携

（
浬
蔀
3
)
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—·1 しI - 介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防•生活支援サービス事業 一般介護予防事業

1 通所型サ一ビスB I 地域介護予防活動支援事業
別 I (住民主体による支援） （遍いの湯躙繹）

l住民主体による要支援者を中心とする自主的な通
いの場づくり 介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動 ・体操、運動等の活動

・定期的な交流会、サロン ・交流会、サロン等
・会食等

対象者とサービス
I 

主に日常生活に支障のない者であって、通いの場
要支援者等

提供の考え方 に行くことにより介護予防が見込まれるケ一ス

実施方法 運営費補助／その他補助や助成 委託／運営費補助／その他補助や助成

口市町村の負担方法 I 運営のための事業経費を補助
人数等に応じて月・年ごとの包括払い

／家賃、光熱水費、年定額等
／運営のための間接経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額等

「ケアマネジメント あり なし

市町村が適切に設定（補助の場合は
サ一ビス提供主体が設定することも可）

地域住民主体

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）

（共生型）

(J.l1J~4) 



／
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ー
｀ 地域酒動支援センターの概要

根拠：障害者総合支援法第77条第1項第9号
基準：地域活動支援センターの設備及び運営

に関する基準(H18厚労省令）

ヽ
，

4

ー 目的・特徴

〇障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の
便宜を供与する障害者総合支援法上の施設。（法第5条第 1 項25号）
0 地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能。

11 
2 事業内容

基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施。

3 規模
10人以上の人員が利用できる規模とする。

4
 
補助方法

0 基礎的事業については、地方交付税により措置（平成18年度より）。
0 基礎的事業に加え、機能強化を図る場合に、地方交付税に加え、「地域活動支援センター
機能強化事業」として補助を実施（国1/2以内、都道府県1/4以内）。

5 施設数等（社会福祉施設等調査報告平成28年10月 1 日現在）
施設数 3,082か所

(
5
3
!
J

蔀
5
)



埴択なお固匹付金の概要
（平成玉声弔E予算 1.Sfl罫q、平成工痒度補正予算 6.1億円）

,,.-,~ で"'、--'―----↓メ—,,,.亀9

‘” ——————————— ,~""''''"""•'""'""""""'"'"• ""'"• , ""'"• ""一9■"" 

1
2
 

0実態調査・資源量の把握
（補助率：3/4 
補助基準額： 300万円）
・貧困の状況にある子供等の実
態把握と支援ニーズの調査
・支援ニーズに応えるため、地域
において現存する資源量及び
今後必要となる資源量の把握

・子供たちと「
援」を結びつけ
る審業の必要
性、有効性なと
を把握する観片
から行う．

0子供たちと「支援Jを結びつけ
る事業・連携体制の整備
（補助率：1/2 
補助基準額：最高3,000万円）
・子供たちと「支援」を結びつける事
業の立ち上げ実施をする過程を
通じて、関係機関等による連携
を深化し、地域における総合的な
取組体制を確立

0支援体制の整備計画策定
（補助率：3/4 
補助基準額： 300万円）
※上記2事業を別々に実施する際で
も補助基準額は、合計で300万円ま

',~ ユ... ...: : —-ー-:~.::ｷｷ:ｷ ベ―·.::.·_.:....: __:-_-..:::·_――――――――――:::::..:、.:..-::.~::..—— 

（宰業例）

・子（共食堂等の居場所づくり（サポート）事業
・コーティネーター亭業（アウトしーチ支援華）
・貧困の 7f共支援マッチング亭業

．：：ーディネー

ター宰業等の
担い手1J)育成
・行政機関職員
の貧困対策の
理解促進

--------------ヽ
• '""'"""• ,9•, """""''"""""""" ""'"""""'' 

0地域ネットワーク形成研修
奎
（補助率：1/2 
補助基準額：最高500万円）
・都道府県及び市町村の子供の貧
困対策担当行政機関、子供の貧
困対策に関する支援活動従事者
等に対する地域ネットワーク形成
のための研修の実施

I 

——————————————————————————————————.. ✓ 
(,73Jj~6) 
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（別添 7)

マッチングネットワーク掏皇協議会
？屯=•rヽ --.ぷ響'"·'•---- , ,,, __一 '" ' ' = 

’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

マッチングを推進してい＜組織として「マッチングネットワーク推進協議会」を創設。同協議会
を構成する3団体は、各々が「マッチングコンシェルジュ」として、企業やNPO等の相談を受け
ながら、マッチング実現に向け、積極的に活動。

立成のグンチツ

人
マ
個
＠

.
I
 

業企

NPO等団体

マッチングネットワーク推進協議会

! ~ 全国子ともの貧困・教肯支援団体協請会

i 推進協議会
i 全国フ―ド心ク:,,... .. ~1 

•••I-ワ•ク 内閣府 i
, ____――----------――------―-------――――――------------――――------―――――――--―――---―――--------―――--―――――――――――----一――_,
く主な役割＞
(1)企業・個人からの相談の受付
(2)寄付される物資の配分調整
(3)マヅチングの成功事例等の情報発信
(4)マッチングに係るノウハウ・課題の共有
(5)加盟団体のニーズの集約•発信

疇[

l• 「マッチングネットワーク推進協議会」の構成団体の連絡先はこちら

担当者

電話番号

1_(( 
FAX 

ふ全国子どもの貧困・粒育支援団体協謡全
受付時間

メールアドレス

留意点

生田大五郎

03-5244-9990 

03-5244-9991 

平日 10:00~18:00

info@kyoikushien.net 

協議会への連絡であることを明記

全国フードバンク
推進協議会

:rも書畠
*'~ い7•t

担当者 米山広明

電話番号 055-298-4844 

FAX 055-298-4885 

受付時間 9:00~18:00 

メールアドレス info@fb-kyougikai.net 

担当者 釜池雄高

電話番号 03-5365-2296 

FAX 03-5365-2298 

受付時間 平日 10:00~18:00

メールアドレス info@kodomoshokudou-network.com 

13 



（別添 8)

子ども食堂における衛生管理のポイント

子ども食堂（「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留

意すべき事項の周知について（通知）」 （平成 30 年 6 月 28 日付け子発 0628 第 4 号、

社援発 0628 第 1 号、障発 0628 第 2 号、老発 0628 第 3 号）において示されているもの）

における衛生管理のポイントをまとめました。

この衛生管理のポイントを活用いただ＜子ども食堂は、各保健所において、営業許可、

届出などが不要とされた場合を想定しています。

※保健所への届出などが必要になる場合がありますので、保健所に相談し

ましょう。

中でも特に重要度が高い項目には◎をつけてあります。これらのポイントをしっかり守

って、食中毒などの事故の発生を防ぎ、楽しく安全な子ども食堂の運営を行いましょう。

※これらのポイントについて、別紙 1 のチェックリストを作成しました。

万一、食中毒が発生したら、保健所に連絡を取りましょう。また、別紙

2 の緊急時の連絡先リストを作成しました。これらのリストを目立つ場

所に貼って、活用しましょう。

1) 計画段階

• 子ども食堂を開設する前に、最寄りの保健所に相談し、食品衛生に関

する指導・助言などを求めましょう。

• 調理担当者は食品衛生に関する基本的な知識を習得するように努めま

しょう。各自治体で食品衛生責任者養成講習会なども開催されていま

す。

• 調理施設の規模や設備、調理担当者の数・カ量等に応じた、無理のない

献立や提供食数を決めましょう。

2) 調理施設の衛生管理

• 調理施設は、給湯設備や手洗設備などの調理施設の要件が整っている

施設を使用しましょう。調理施設は、清潔に保ち、調理作業に不必要

な物品を置かないようにしましょう。

14 



• 手指を洗うための石鹸や消毒液、ペーパータオル（※）、調理器具を

洗うための洗浄剤や消毒剤、清潔なふきんなどを備えましょう。

※共用タオルの使用は、感染拡大の原因になることもあります。

• 洗浄剤などの薬剤は、食品とは別の場所に保管しましょう。また、容

器の詰め替え・小分けをする場合には、中身がはっきりと分かるように

ラベルを貼るなどして、誤使用を防ぎましょう。

・ トイレは、作業開始前、終了後など、定期的に清掃及び消毒剤による

消毒を行って衛生的に保ちましょう。食堂の利用者等が嘔吐した場合

には、ペーパータオルや消毒剤を用いて速やかに嘔吐物の処理を行い

ましょう。 （詳しくは「ノロウィルスに関する Q&A」を参考にしてく

ださい。）

3) 運営者側の健康と衛生管理

• ノロウィルスによる食中毒の多くは、調理担当者が食品を汚染したこ

とによるとされています。調理担当者は、自らが汚染の原因とならな

いよう、普段から手洗いや健康管理に努めましょう。

• 作業開始前に、調理担当者の健康チェックを行い、下痢・嘔吐の症状が

あるなど体調不良の方は、調理や配膳に携わらないようにしましょう。

• 手指に傷がある人は調理行為に参加しないようにしましょう（黄色ブ

ドウ球菌などによる食中毒の原因になることがあります。）。どうし

ても参加する必要がある場合は、絆創膏・使い捨て手袋などで傷を保護

しましょう。 （ただし、絆創膏などが食べ物に混入しないように気を

付けましょう。）

• 手指の爪は短く切り、指輪．腕時計等の装身具は外しましょう。

• 調理担当者は工プロンや三角巾、必要に応じてマスクなど、清潔な作業衣を身につ

けましょう。髪を渭潔に保ち、必要な場合は結びましょう。また、トイレを利用する

際や清掃（特に、トイレ掃除）の際は、調理時の作業衣を取り外すようにしましょう。

• 石鹸と流水を使ってこまめに手洗いをしましょう。予め手洗いが必要

なタイミング（トイレの使用後、調理前、盛り付けの前、作業内容が

15 



変わるタイミング、肉類や魚介類など生の食材を扱った後、お金を触

った後、清掃を行った後など）を確認しておくとよいでしょう。

• 使い捨て手袋の着用を過信せず、着用するときも衛生的な手洗いを行いましょう。

4) 原材料の受入れ

• 肉類、魚介類、野菜等の生鮮食品については 1 回で使い切る置を調理

当日に仕入れるようにしましょう。

• 包装が破れているもの、腐敗しているもの、消費期限が過ぎているもの、保存方法が

守られていないものがないかチェックしましょう。そういったものが見つかった場合

は、調理に使用せず、廃棄しましょう。

• 冷蔵や冷凍が必要なものについては、速やかに冷蔵庫または冷凍庫に

入れ、室温に置かれる時間をできるだけ短くしましょう。

• 生肉や鮮魚介類などの食材は蓋付きの容器などに入れ、他の食材を汚染しないよう、

冷蔵庫の最下段に区別して保管しましょう。

• 作業開始前に、冷蔵庫・冷凍庫内の温度を確認し、冷えていないなど異常があったと

きは、食材の状態に応じて使用を取り止めるか、よく加熱して提供するようにしまし

ょう。

5) 下準備

• 冷蔵庫·冷凍庫から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行いましょう。冷凍食品

は室温で解凍せず、冷蔵庫または流水で解凍しましょう。

• まな板、包丁などの調理器具や容器は、肉類、魚介類、野菜などの用途別に使い分け

ましょう。それが難しい場合は、使用の都度、洗浄剤でしっかり洗いましょう。

・ 器具、容器等の使用後は、水道水で水洗いした後、洗剤を泡立ててよく洗浄し、再び

流水で洗剤を洗い流します。さらに、熱湯や塩素系殺菌剤、 70%アルコールなどで殺

菌し、よく乾燥させて、清潔な場所で保管しましょう。

・ ふきんやタオルなども洗剤でよく洗浄した後、可能であれば、 5 分間以上、煮沸殺菌

するか、塩素系殺菌剤で殺菌します。渭潔な場所で乾燥させ、保管しましょう。．
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6) 調理

• 前日調理は行わないようにしましょう。また、調理完了後、概ね 2 時，

間以内に食べ終わるような運営に努めましよう。

• 魚介類や、野菜・果物は、流水でよく洗いましょう。

• 特にお年寄りや幼児、妊婦など抵抗力が弱い方には、刺身やサラダ等、

生もの（加熱調理していないメニュー）の提供は避けましょう。

• 生の食材（肉類、魚介類、生野菜など）を扱う調理器具（包丁、まな

板、菜箸、 トング、保存容器など）と、加熱済みの食品に使用する調

理器具は、それぞれ専用のものにするか、それが難しい場合は、使用

の都度、洗浄剤でしつかり洗いましょう。

• 食品（特に肉類）は中心部までよく加熱（中心温度 75℃で 1 分間以上）

しましょう。 （目安として、肉類は肉汁が透明になるまで。スープ類

は沸騰するまで。）

• 調理後は、速やかに配膳しましょう。調理済みのものは室温で放置せ

ず、熱いものは熱いまま (60℃以上）、冷たいものは冷たいまま (10℃ I 

以下）に保ち、早めに消費するようにしましょう。

• どうしても保存が必要な場合は、鍋を氷水で冷やす、小分け容器に移

すなどして速やかに温度を下げ、冷蔵庫に入れるようにしましょう。

温めなおすときは、ょくかき混ぜながら十分に加熱しましょう。

※特にカレーやシチユーなど、大鍋で大量調理したものを室温に放置

すると、酸素のない状態を好む食中毒菌（ウェルシュ菌）が増えや

すい環境になってしまいます。ウェルシュ菌は熱に強いため、通常

の加熱では死滅しません。

その他考慮すべき事項

I異物について I
• 特に金属など硬質性の異物は健康被害を及ぼすこともあります。原材

料に含まれる異物の確認も含めて、調理作業中での異物混入を防止し

ましょう。
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徊物アレルギーについて I
• 「学校給食における食物アレルギー対応について」などの資料を参考

に、食物アレルギ一を持つ方への対応について、緊急時の対応も含め、

計画の段階でよく検討しておきましょう。

• 食物アレルギーについて特別の対応を行わない場合は、事前にその旨

を参加者に情報提供するようにしましょう。

徊事中の誤鴫窒息について I
• 特に小さなお子さんが参加する場合、窒息事故が起きないよう、メニ

ューや食事の提供の仕方について配慮しましょう。

• 万一、窒息事故が起きた時に備えて、応急処置の方法を確認するとと

もに、近隣の医療機関等、緊急時の連絡先を控えておきましよう（別

紙 2) 。

三• 子どもとの共同調理など、運営者以外の者が調理に参加する場合、上

記の衛生管理のポイントが守られるよう、運営者側が責任をもって監

督・指導しましょう。

• 万ーの事故の発生に備えて、個人や団体向けの保険への加入を検討しましょう。保

険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協議会などで相談することが可能で

す。

• 食中毒等の発生時に調査が円滑に行えるよう、献立や食材の購入先・

購入時間等の記録（レシートなどで代用可）を最低 1 ヶ月は保管して

おきましょう。

• 可能な限り、メニューごとに約 50 g をポリ小袋など清潔な容器に採取

し、冷凍保存 (2 週間程度）しておきましょう。
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＜参考資料＞

衛生管理について

• 家庭でできる食中毒予防の 6 つのポイント

http://www. m h lw. go .j p/to p ics/syo ku chu/ d I/ poi nt0709. pdf 

• できていますか？衛生的な手洗い

http://www. m h lw. go .j p/fi le/06-Seisa kujou hou~1113 O 5 00-S ho ku 

hi na nzen bu/000009 7 2 51. pdf 

• 冬は特にご注意！ノロウィルスによる食中毒

http://www. m h lw. go .j p/fi le/0 6-Seisa kujou hou-1113 05 00-S ho ku 

hi na nzen bu/000 O 182 906. pdf 

• ノロウィルスに関する Q&A

http://www. m h lw. go .j p/stf /seisa ku n itsu ite/ bu nya/ken kou_i ryou 

/shoku h in/syo ku ch u/ ka n ren/yo bou/040 2 04-1. htm I 

• HACCP の考え方に基づ＜衛生管理のための手引書（小規模な一般飲食

店事業者向け）

http://www. mhlw .go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenb 

u/0000179 542. pdf 

食物アレルギーについて

• 学校給食における食物アレルギー対応について

http://www. mext.go .j p/a_menu/sports/syoku iku/13 5 5 53 6. htm 

• 外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会中間報告（平成

27 年 4 月 1 日一部改定）

http://www. caa. go .j p/ po I ic ies/ po I icy /foo d_la bel i ng/othe r /revie 

w_meeting_004/ 
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誤喋・窒息事故について

• 消費者庁プレスリリース「食品による子供の窒息事故に御注意くださ

い！一 6 歳以下の子供の窒息死事故が多数発生していますー」

http://www.caa. go .j p/po I icies/po I icy/consumer _safety /release/ 

pdfパ 70 3 1 5 k o u h yo u _ 1ｷ. pd f 
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鴫 （別紙1)
衛生管理のチェックリスト

項目

1 I 調理施設は清掃や整理整頓を行いましたか？

2 11- イレは洞掃、消毒を行いましたか？

3 I 調理担当者は、下痢・嘔吐の症状があるなど体調不良ではありませんか？また、手指の揚などはありませんか？

41エプロンや三角巾、必要に廂じてマスクなど、満葉な作業着を身につけましたか？

5 手洗い、消毒を行いましたか？また、子どもが調理に参加する揚合は、手洗い、消毒を徹底させました
か？

61原材料は、仕入れ時に鮮度、賞味期限等を確認し、 1 回で使い切れる昌を仕入れましたか？

71献立や食材の仕入れ先・仕入れ時間の記録（レジートなど）は保管しましたか？

仕入れた食品は冷蔵庫や冷凍庫で保管していますか（冷えていないなどの温度の異常はありません
8 1 か）？また、生肉や鮮魚介類などの食品は他の食品を汚染しないよう、冷蔵届の最下段に区別して保管

しましたか？

9 1 お年寄り、幼児、妊婦などの抵抗力が弱い方が食べる揚合、メニューに生ものは入っていませんか？

10 I 魚介類、野菜•果物は流水で良く洗いましたか？

11 I 別の原材料を調理する揚合などは、手洗い、消音を行いましたか？また、手洗いの際、調理器具につい
ても、洗浄剤で洗浄してから使いましだか？

121食品（特に肉類）は、中心部までよく加熱（中心温度75℃で1分閻以上）しましたか？

13 
生の食材を扱う調理器具と加熱済みの食品に使用する調理器具は専用のものを使いましたか？専用のも
のがない揚合は、ょく洗浄剤で洗浄してから、使いましたか？

旦2
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（別紙2)

緊急時の連絡先リスト

名称 電話・ FAX 所在地 メールアドレス

救急車 ｷ: 119 
; 

: 
• , 

~. 
』

医療機関

地域の保健所
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社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について

〇平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和26年法律第45号）（抄）
第24条（略）
2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生
活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

2
3
 

（留意点）
社会禄祉と関連

のない事業は該
当しない

埠櫨における公蓋闘な諏纏

, （留意点）

，法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用を：
：ヽ、下回る料金を徴収して実施するもの , 

',. -一---

゜

（生活困窮世帯の子どもに＼\~ 

対する学習支援など）
/'  . .,, 急'

、- ー・ ー・一

: (留意点）
: 心身の状況や家庭
, 環境、経済的な理
l 由により支援を要す
: る者が対象

— — -ｷ ー ・一

「地域における公益的な取線」を推進

戸 地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対廊するサービスが充実

(
5
-
」
器
9
)



『地域における公益的な取饂」の実践事例
クS・;,,:'>泌ぷ·む""、：・カや"べ·玲W·,,S'4'-"'°"'·>.~t,.•,• ,-,,. ゃ．応がぶ蟷""'ぷな．ベ"'''

0 「地域における公益的な取組」の実践に当たっては、地域の福祉ニーズを積極的に把握しつつ、地域の多様な社会資源と連携し、これ
らとの役割分担を図りながら取り組むことが重要であるとともに、自らの取組の実施状況を検証し、職員や地域の関係者の理解を深め
ながら、段階的に発展させてい＜ことが重要。

←ヽ・～ - . 一- - -一

I -心れあい食堂の開設
＇一c···· ー・ . ---.... ・. =ｷｷ 一—ーヽ ・-----・

I 複数法人の連携による生活困窮者の自立支援

2
4
 

0 地域で孤立する住民に対し、住民が気軽に集える
擾の提供や交流会等を実施0 (北海道函館市等）

【ポイント】
地域住民が気軽に集える「ふれあい食

堂」を設置するとともに、管理者として介
護支援専門員を配置し、相談支援や地
域の子育てママと子どもの交流会、ボラン
ティアに対する学習会などを実施。

〇 雇用情勢の悪化による生活困窮者に対し、相談支援
等を実施<l (大阪府等）

【ポイント】
複数の法人が拠出する資金を原資とし
て、緊急的な支援が必要な生活困窮者
に対し、 CSWによる相談支援と、食料等
の現物給付を併せて実施。

〇 認知症の家族を抱える地域住民を対象に、認知症
の症状の改善等のためのノウハウを伝達n (北海道
札幌市等）

【ポイント）
認知症の家族を抱える地域住民を対
象に、認知症の症状の改善等のノウハウ
を伝達する塾を開講するとともに、家族に
対するピアサポートを実施。

〇 民生委員や地域住民からなる「在宅介護支援連絡員
」を組織化し、高齢者からの様々な相談に応じるとと
もに地域交流サロンの運営等を実施n (石JI I 県等）

【ポイント】
連絡員を通じて、地域の高齢者のきめ
細かなニーズ把握を行い、支援が必要な
場合には、法人の専門サービスにつなぐと
ともに、地域のネットワークを強化c
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